
地域移行支援  

１ サービスの内容（法第５条第１８項）  

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者その他

の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保その

他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。  

２ 対象者  

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者。  

① 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者  

② 精神科病院に入院している精神障害者  

③ 救護施設又は更生施設に入所している障害 

④ 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収容されている障害者  

⑤ 更生保護施設に入所している障害者又は自立更生促進センター、就業支援センター若しくは

自立準備ホームに宿泊している障害者 

３ 支給期間 

６ヶ月（漫然と支援を継続することは適当でないため） 

※ この期間では、十分な成果が得られず、かつ、引き続き地域移行支援を提供すること

による地域生活への移行が具体的に見込まれる場合には、６ヶ月間の範囲内で給付決定

期間の更新が可能である。なお、更なる更新も可能。 

 

地域定着支援  

１ サービスの内容（法第５条第１９項）  

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起

因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。  

２ 対象者  

① 居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者   

② 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障

害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者  

なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した者の他、家族との同居から一人暮

らしに移行した者や地域生活が不安定な者等も含む。  

※ 共同生活援助、宿泊型自立訓練の入居者に係る常時の連絡体制の整備、緊急時の支援等に

ついては、通常、当該事業所の世話人等が対応することとなるため、対象外。  

※上記①又は②の者のうち医療観察法の対象となる者に係る支援に当たっては保護観察所と

連携すること。 

 

３ 支給期間 

１年間（一定期間ごとに支援継続の適否を評価することが適当であることから） 

※ 対象者や同居する家族等の心身の状況や生活状況、緊急時支援の実績等を踏まえ、引き続

き地域生活を継続していくための緊急時の支援体制が必要と見込まれる場合には、１年間の

範囲内で給付決定期間の更新が可能である。（更なる更新についても、必要性が認められる場

合については更新可。） 

 


